
7奈良県立大学　研究報告第8号

空き家利活用による集落の活性化に関する研究

空き家利活用による集落の活性化に関する研究

奈良県立大学　神吉　優美
奈良女子大学　室崎　千重

１．研究の背景
空き家が年々増加しており、社会問題化している。マスコミで空き家「問題」としてと
りあげられ、マイナスな病巣として捉えられることが多い。平成 27 年には、空家等対策の
推進に関する特別措置法が施行され、空き家条例を制定する自治体も増えてきており、そ
の対策に国や地方自治体が乗り出した。一方、空き家を積極的に活用して社会が抱える問
題に対処している事例も増えてきており、空き家を「問題」として捉えるだけではなく、「活
用できる資源」として捉える発想の転換も必要ではないか。
本研究では、日本における空き家の現状および国や自治体による空き家対策を概観した
上で、空き家を活用して社会的課題に対処している活動を対象とした調査から、空き家率
の高い過疎地域集落における空き家の積極的利活用の方策を探ることを目的としている。

２．空き家の状況
住宅・土地統計調査が開始された昭和 33 年以降、空き家率は上昇を続けており、平成
25 年には 13.5％に達した。空き家率とは、空き家数を総住宅数で除した割合であるが、こ
の空き家は統計上、「（別荘等の）二次的住宅」「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「その他の
住宅」に分類されており、社会上問題となる可能性が高いのは「その他の住宅」であると
考えられる。「その他の住宅」についてみると、その数は全国で318万戸あり、総住宅数の5.3%
を占める。都道府県別では、鹿児島県の 10.6% が最も高く、次いで高知県の 10.1％、和歌
山県の 9.9％である。
奈良県では、総住宅数 615,000 戸の内、空き家が 84,500 戸、空き家率 13.7％であり、「そ
の他の住宅」に限定するとその数は 42,700 戸、6.9％であり、全国 26 位である。

３．空き家対策
①空家等対策の推進に関する特別措置法
平成 27 年、空家等対策の推進に関する特別
措置法が施行された。これは、適切な管理が行
われていない空き家等が防災、衛生、景観等の
地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしてい
ることを鑑み、地域住民の生命、身体または財
産を保護するとともに、その生活環境の保全を
図り、あわせて空き家等の活用を促進するため、
空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推
進することを目的として制定された。
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図 1  空き家等対策におけるそれぞれの役割
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空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、図１に示すように国・都道
府県・市町村・空き家等所有者それぞれが果たすべき役割を示した。
さらに、市町村が特定空き家等（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるお
それのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていな
いことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために
放置することが不適切である状態の空き家等）所有者等に対して、当該特定空き家等の除
却、修繕、立木竹の伐採等必要な措置をとるよう、指導、勧告、命令できるとし、所有者
等がその措置を履行しない場合は行政代執行できるとしている。

②特定空き家等に対する固定資産税等における住宅用地特例の解除
これまで土地に住宅が建っている場合、固定資産税等が「住宅用地の特例」1）を受けて
減免されてきた。しかし、平成 27 年度の税制改正に伴い、必要な措置の勧告対象の特定空
き家等となった場合、この特例措置対象から除外されることになった。

③自治体による空き家対策条例
平成 26 年 4 月 1 日現在、355 の自治体が空き家対策の条例を制定しており、各地域が抱
える課題に応じて、生活・環境保全、火災予防、景観保全、豪雪による倒壊防止などその
目的は多岐にわたる。条例に規定されてい
る処分等を表 1にまとめる。
空家等対策の推進に関する特別措置法の
施行に伴い、自治体には対策計画の策定等
さらなる対応が求められている。

④豊島区リノベーションまちづくり構想
豊島区は、東京 23 区内で最も空き家率が高く、また 23 区で唯一「消滅可能性都市」に
名を連ねた。これを契機として、都内としては初めてリノベーションスクールを開催し、
融資認定制度を作成する等、民間主導でリノベーションしやすい仕組みを構築してきた。
そして、2016 年 1 月、豊島区リノベーションまちづくり構想を策定した。これは、民間・
公共の空き家等の遊休不動産を活用して子育て世帯のニーズに合った住宅や雇用や収益を
生み出す店舗に再生する等のリノベーションまちづくりによって、「住んで子育てして働き
ながら暮らし続けられるまち」を目指したものである。空家等対策の推進に関する特別措
置法や各自治体の空き家対策条例では、地域環境に危険を及ぼす可能性の高い空き家等の
除却等を含めた措置を主な目的としているのに対し、豊島区では空き家を資源として活用
して地域課題に取り組んでおり、今後の空き家等活用の指針となろう。

４．空き家利活用による社会課題に対処する活動事例～リノベーションスクール～
リノベーションスクールとは、3～ 4 日間の合宿形式で、リノベーション業界の第一線
で活躍するユニットマスター（講師）と全国から集まった受講生たちが一丸となって、地
域にある空き家等の遊休不動産を使ったリノベーションの事業プランを提案する実践型の
スクールである。最終日には物件所有者に向けて公開プレゼンテーションを行い、所有者

表 1　空き家対策条例に規定されている処分

勧告 命令 公表 罰則 行政
代執行

自治体数 334 306 272 31 184

割合 94.1% 86.2% 76.6% 8.7% 51.8%



9奈良県立大学　研究報告第8号

空き家利活用による集落の活性化に関する研究

がその提案を気に入れば事業化に向かう。空き家の解消のみを目的としているのではなく、
事業によって新しいビジネスを生み出して地域を再生することを目的としている。
2011 年に第 1回リノベーションスクールが開催された北九州市では既に 9回開催され、
現在、リノベーションスクールは豊島区、鳥取市、山形市、鹿屋市、浜松市、水戸市、鶴岡市、
紫波町等、全国で展開されている。

５．今後の研究の進め方
空き家利活用による社会課題に対処する活動事例として、リノベーションスクール＠豊
島区での事業提案を受けて事業化されたカフェバーとゲストハウスからなる「シーナと一
平」（2016 年 2月 17 日）、リノベーション店舗が 80 軒以上集積している長野市善光寺門前
町周辺（2月 18 日）、斜面地の空き家を活用して建築や環境を考えコミュニティを再生さ
せ観光を促進する活動を展開しているNPO法人尾道空き家再生プロジェクト（2月 20 日）、
空き家をリノベーションしておしゃれなカフェや雑貨店等に再生して地域がブランド化さ
れた大阪市空堀地区（2月 21 日）を対象として調査を実施する予定である。また、3月に
は十津川村において移住者および空き家所有者を対象としたヒアリング調査を実施する予
定である。

〈注釈〉
1）土地面積が 200㎡以下の場合、課税標準額が固定資産税では 1/6、都市計画税が 1/3 に、
土地面積が 200㎡を越える場合は、固定資産税では 1/3、都市計画税が 2/3 に軽減される。
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